
令和5年度第3回川西市地域公共交通会議　協議事項

【能勢町地域公共交通会議資料より】
能勢町から阪急バスへの要請に基づき運行している同路線は運行経費の赤字分を能勢町が補助金として全額負担しているが、
負担金額の増加及び利用者も減少傾向が続いている。
約20年間運行を続けてきたが、今後も好転する見込みが低いことから、妙見口能勢線を廃止し、需要規模に応じた適切な交通
モードへの転換を行う。

なお、当該路線の沿線自治会（黒川）には、内容について説明済み。

阪急バス妙見口能勢線の廃止に係る道路運送法第15条の2第1項に掲げる協議

路線が廃止になった理由・経緯

【審議申出者：阪急バス株式会社】
＜申出内容＞
令和6年3月で路線廃止が予定されている阪急バス妙見口能勢線について、路線の廃止手続き短縮を目的とし、市域内に位置する「黒川」
「ケーブル黒川駅」の旅客の利便性への影響を協議するもの。

道路運送法（抜粋）
第十五条の二　路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線(路線定期運行に係るものに限る。)の休止又は廃止に係る事業計画の変更をし
ようとするときは、その六月前(旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前)までに、その旨を国土交通大
臣に届け出なければならない。

道路運送法施行規則（抜粋）
第十五条の五　３　法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める場合における同項の路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合
旅客自動車運送事業者は、第一項の届出書には、前項第二号の書類に代えて、当該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付し
なければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。 



廃止する路線

出典：阪急バス(株)HP



妙見口能勢線の利用人員の推移

出典：阪急バス(株)資料 出典：能勢町資料

停留所別乗降者数（令和4年2月～6月）

・1日当たり利用者数は、黒川で約1.1人、ケーブル黒川駅で約3.5人
⇒妙見の森関連事業終了後の1日当たり利用者数は、黒川で約1.5人、ケーブル黒川駅で約1.6人
⇒黒川については日常的に利用されている状況にない
⇒ケーブル黒川駅利用者の多くは妙見ケーブルの利用者と推測され、妙見の森関連事業終了後に利用者数が
　減っている。　
※妙見の森関連事業はＲ５年１２月３日営業終了



他市町の協議状況

能勢町
　令和５年１１月３０日の地域公共交通会議で以下について承認された

　・妙見口能勢線を廃止

　・需要規模に応じた適切な交通モードへの転換を行う

豊能町
　令和５年１２月２２日の地域公共交通会議で以下について承認された

　・妙見口能勢線の廃止



路線廃止後の乗合タクシーについて(能勢町地域公共交通会議資料より)

出典：能勢町資料

※乗合タクシー導入後は川西市内の停留所は廃止となる予定



黒川

　⇒日常的に利用されている状況にない

ケーブル黒川駅

　⇒多くは令和5年12月3日に営業終了した妙見ケーブルの利用者と推測される

妙見口能勢線廃止に伴う事務局見解

以上から、妙見口能勢線廃止に伴い「黒川」
「ケーブル黒川駅」が利用不能となるが、旅客の
利便性への影響は少なく旅客の利便を阻害しない
ものと認める



【路線定期運行　様式】 

 

道路運送法に基づく協議が調っていることの証明書 

 

 

  令和 6年２月 13 日付け川西市地域公共交通会議において、下記事項に関し、協議が

調ったことを証明する。　　 

 

記 

１．運行の態様 

　　　路線定期運行 

 

２．協議が調った事項（※該当する番号に○を記載） 

 

 

３．協議が調っている路線及び運行系統 

 

（１）路 線：阪急バス妙見口能勢線（別紙１　路線地図のとおり） 

 

 

（２）運行系統：阪急バス妙見口能勢線（別紙２　路線略図及び運行系統図のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        　　　令和 6年２月１５日 

                                              川西市地域公共交通会議 

                                                      会長　日野　泰雄

 ①　路線の新設　　②　路線の休止　　③　路線の廃止 

④　使用車両（乗車定員１１人未満）　　⑤　最低車両数（常用車５両・予備車１両未満）　　⑥　車両の併用 

⑦　運行計画（運行系統・運行回数・運行時刻・運輸期間）　



【路線地図】 

 

 

 

1:30,000 【地図使用承認 第 4-132 号】 
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黒川 

ケーブル黒川駅 

妙見口駅 

保育園前 

東ときわ台五丁目 

東ときわ台二丁目 
支所前 

凡   例 
既 認 可 路 線 

 

廃止  

既 設 停 留 所 

 廃止しようとする路線（ア） 
 起 点 ①  大阪府豊能郡豊能町東ときわ台２丁目３−５番地先 

 キ ロ 程  ０．８５ｋｍ 

 通 過 地  大阪府豊能郡豊能町 

 終 点 ②  大阪府豊能郡豊能町吉川１９３番地先 

 廃止しようとする路線（イ） 
 起 点 ②  大阪府豊能郡豊能町吉川１９３番地先 

 キ ロ 程  ０．２５ｋｍ 

 通 過 地  大阪府豊能郡豊能町 

 終 点 ③  大阪府豊能郡豊能町吉川１４８番地先 

 廃止しようとする路線（ウ） 
 起 点 ②  大阪府豊能郡豊能町吉川１９３番地先 

 キ ロ 程  １．３５ｋｍ 

 通 過 地  大阪府豊能郡豊能町 

 終 点 ④  兵庫県川西市黒川口滝谷１−５番地先 

 廃止しようとする路線（エ） 
 起 点 ④  兵庫県川西市黒川口滝谷１−５番地先 

 キ ロ 程  ２．５５ｋｍ 

 通 過 地  兵庫県川西市 

 終 点 ⑤  大阪府豊能郡能勢町野間稲地７７−１番地先 

至 稲地 
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別紙１　路線地図



【路線地図】 

 
1:40,000 【地図使用承認 第 4-132 号】 
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 廃止しようとする路線（オ） 
 起 点 ⑤  大阪府豊能郡能勢町野間稲地７７−１番地先 

 キ ロ 程  10．1ｋｍ 

 通 過 地  大阪府豊能郡能勢町 

 終 点 ⑥  大阪府豊能郡能勢町倉垣１９１４番地先 

至 黒川 



路線略図及び運行系統図
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別紙２　路線略図及び運行系統図
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